
〔別紙２〕 

○ 「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について」（令和４年４月１日付け医政発 0401 第 25 号厚生労働省医政局長通知）

本文 

 

新旧対照表 

（下線は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

医政発 0 40 1 第 25 号 

令 和 4 年 4 月 1 日 

医 政 発 1 2 2 8 第 ９ 号 

令和 4 年 12 月 28 日  

医政発 0 40 1 第 31 号 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

最終改正 医 政 発 0 4 0 1 第 1 9 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

    

都道府県知事 

各 保健所設置市長 殿 

特別区長 

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

医政発 0 40 1 第 25 号 

令 和 4 年 4 月 1 日 

医 政 発 1 2 2 8 第 ９ 号 

令和 4 年 12 月 28 日  

最終改正 医政発 0 40 1 第 31 号 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

 

 

    

都道府県知事 

各 保健所設置市長 殿 

特別区長 

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 



 

再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について 

 

 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号)、地方税

法施行令等の一部を改正する政令（令和４年政令第 133 号）及び地

方税法施行規則等の一部を改正する省令（令和４年総務省令第 27

号）の施行に伴い、地域における医療及び介護の総合的な確保の促

進に関する法律（平成元年法律第 64 号。以下「医療介護総合確保法」

という。）第 13 条の６に規定する認定医療機関開設者が同条に規定

する認定再編計画に基づき不動産を取得した場合に、当該不動産の

取得に対して課される不動産取得税の課税標準の特例措置が本日よ

り講じられることとなりました。 

当該特例措置の概要等については下記のとおりですので、貴職に

おかれては、これを十分御了知の上、関係者、関係団体等に周知をお

願いします。 

なお、本通知の内容は、関係省庁と協議済みであることを申し添

えます。 

 

記 

 

１ 特例措置の概要 

地域医療構想の実現のため、認定医療機関開設者（医療介護総

 

再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について 

 

 

地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号)、地方税

法施行令等の一部を改正する政令（令和４年政令第 133 号）及び地

方税法施行規則等の一部を改正する省令（令和４年総務省令第 27

号）の施行に伴い、地域における医療及び介護の総合的な確保の促

進に関する法律（平成元年法律第 64 号。以下「医療介護総合確保法」

という。）第 12 条の７に規定する認定医療機関開設者が同条に規定

する認定再編計画に基づき不動産を取得した場合に、当該不動産の

取得に対して課される不動産取得税の課税標準の特例措置が本日よ

り講じられることとなりました。 

当該特例措置の概要等については下記のとおりですので、貴職に

おかれては、これを十分御了知の上、関係者、関係団体等に周知を

お願いします。 

なお、本通知の内容は、関係省庁と協議済みであることを申し添

えます。 

 

記 

 

１ 特例措置の概要 

地域医療構想の実現のため、認定医療機関開設者（医療介護総



合確保法第 13 条第１項に規定する再編計画の認定を受けた医療

機関の開設者をいう。以下同じ。）が、当該認定を受けた再編計画

（同法第 13 条の５第１項の規定による変更の認定又は同条第２

項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再

編計画」という。）に基づき不動産を取得した場合における当該不

動産の取得に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の２

分の１に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置（以

下単に「特例措置」という。）を令和４年４月１日から令和 10 年

３月 31 日まで講ずるもの。 

 

２ （略） 

 

３ 特例措置の適用期間 

特例措置は、認定医療機関開設者による上記２の不動産の取得

が、令和４年４月１日から令和 10 年３月 31 日までに行われたと

きに限り適用すること。 

 

 

 

合確保法第 12 条の２の２第１項に規定する再編計画の認定を受

けた医療機関の開設者をいう。以下同じ。）が、当該認定を受けた

再編計画（同法第 12 条の６第１項の規定による変更の認定又は同

条第２項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下

「認定再編計画」という。）に基づき不動産を取得した場合におけ

る当該不動産の取得に係る不動産取得税について、当該不動産の

価格の２分の１に相当する額を価格から控除する課税標準の特例

措置（以下単に「特例措置」という。）を令和４年４月１日から令

和８年３月 31 日まで講ずるもの。 

 

２ （略） 

 

３ 特例措置の適用期間 

特例措置は、認定医療機関開設者による上記２の不動産の取得

が、令和４年４月１日から令和８年３月 31 日までに行われたとき

に限り適用すること。 

 

 

 

 


